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1

　
　市内特別支援学校中学部に通うことを検討して
いるが、公共交通の整備が不十分で通学させられ
ないという声が、紫雲寺地区にお住まいの小学生
の親から聞かれます。地域格差解消に向けて、な
にとぞご検討くださいますようお願い申し上げま
す。

　特別支援学校に通われる児童生徒については、その障がいの程度によって通学方
法が異なっており、保護者の方に負担がかかっているという実情については認識し
ておりますが、市として特別な通学支援を行っていないのが実情です。また、特別
支援学校においても通学環境の改善を図ろうと新潟県にスクールバスの要望を毎年
行っていると聞いておりますが、実現が難しい状況にあるようです。
　特別支援学校に通われる児童生徒一人ひとりの状況に応じた通学支援について
は、学校や保護者をはじめ、関係機関等と連携しながら進めていく必要があると考
えており、いただいた御意見につきましては、直接、本計画に反映する箇所はござ
いませんが、今後の取組において参考にさせていただきたいと考えております。

2

　計画の状況整理には、障がいのあるお子さんの
通う県立特別支援学校の現状が記されていませ
ん。市内の特別支援のお子さんが増えている中、
特別支援学校（高等部など）へ通う手段が確保さ
れているのでしょうか。普通高校の学生について
は調査されているのに、特別支援学校は調査され
ていないことに違和感を感じます。県立の学校で
あれ、特別な支援の必要なお子さんであれ、新発
田市内のお子さんが通う学校についてはきちんと
調査し、協議対応をしていただきたいです。

　本計画にも盛り込ませていただいたとおり、公共交通の整備において自動車を運
転できない高齢者や障がい者、高校生などのいわゆる交通弱者の移動手段を確保す
ることは、何よりも重要であると考えております。
　その観点から、本計画を作成するに当たり、市内の高等学校に御協力いただき、
アンケート調査を実施したところですが、御指摘のとおり、特別支援学校は調査対
象としておりません。
　市としては、特別支援学校に通われる児童生徒への特別な通学支援は行っていな
いのが実情ではありますが、新発田竹俣特別支援学校に通う生徒については、平成
26年4月から運行を開始した「川東コミュニティバス」を登下校に利用できるよう
地域とともに運行経路やダイヤを検討し、移動手段の確保に努めてきたところで
す。
　この川東コミュニティバスについては、現在も定期的に「川東コミュニティバス
検討部会」において運行内容の見直しを検討しており、この検討部会には、新発田
竹俣特別支援学校の先生にも参画いただいておりますことから、アンケート調査と
は別な形となりますが、この検討部会を通じて学校側の意見を把握することができ
るものと考えております。
　いただいた御意見につきましては、本計画の内容に具体的に反映する箇所はござ
いませんが、公共交通の整備という点においては、特別支援学校についても普通高
校と分け隔てなく捉えているものであり、今後も、この検討部会などを活用して意
見交換や協議検討を進めていきたいと考えております。
　また、特別支援学校に通われる生徒一人ひとりの状況に応じた通学支援について
は、学校や関係機関等とも連携しながら進めていきたいと考えております。
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　福祉有償運送について、2団体が登録され活性化
がすすんだという記述がありますが、障がいのあ
る方が使いやすくはなっていないと感じていま
す。移動支援サービスと共に使いやすいような福
祉有償運送がなされるような具体的な対策をお願
いします。

　福祉有償運送については、身体障がい者や要介護者など、一人では公共交通機関
を利用することが困難な移動制約者に対して、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービ
スを提供するものとして実施されていますが、近年の人口減少や少子高齢化の進行
などの状況も踏まえ、移動制約者に対する福祉輸送サービスについて、今後のあり
方を検討していきたいと考えております。
　いただいた御意見につきましては、直接、本計画に反映する箇所はございません
が、今後の取組において参考にさせていただきたいと考えております。

4

　障がいのある方はドアツードアの移動手段が必
要な方もいらっしゃいます。胎内市のようなデマ
ンドタクシーは、障がい者や高齢者に優しい移動
手段と感じています。具体的な検討をお願いしま
す。

　
　本計画にも盛り込ませていただいたとおり、地域公共交通の整備において自動車
を運転できない高齢者や障がい者、高校生などのいわゆる交通弱者の移動手段を確
保することは、何よりも重要であると考えております。
　現在、市では、各地域の公共交通の見直しを進めておりますが、各地域における
交通利便性を向上させ、より多くの方に利用される持続可能な公共交通を目指し、
交通弱者の視点に立った見直しを進めていきたいと考えております。
　デマンド交通の導入など、その地域に合った具体的な制度設計については、それ
ぞれの地域の特性等を踏まえながら、地域の皆様とともに順次検討を進めることと
しております。

5

　タクシー利用料金の助成について、年間最高24
枚となっているが、新発田市山間部地域居住者に
ついては市街地在住者より交付枚数を加算してほ
しい。
（定期通院で市街地に向かう際に、自宅からバス
停まで距離が遠く、また便数も少なく不便なため
タクシーを利用している。）

　
　現在、市では、各地域の公共交通の見直しを順次進めております。見直しにおい
ては、現在のバス路線の利用状況、利用ニーズや高齢化等の状況、集落からバス停
までの距離など利用実態と地域の状況等を勘案し、利用しやすい公共交通を目指し
て地域の皆様と見直し検討を進めていきたいと考えております。
　一方で、市が行っている福祉タクシーの助成については、市がタクシーの初乗り
料金を助成することで、障がい者が社会参画のために外出をするためのきっかけに
つなげることを目的として交付しているものです。通院をする際の移動手段として
は、公共交通をご利用いただくことを基本として考えておりますが、今後、利用さ
れる方が使いやすい福祉タクシー助成のあり方を検討する必要があると考えてお
り、その際に、いただいた御意見も含め総合的に制度の内容の検討を進めていきた
いと考えております。
　本計画では、このような課題についてはそれぞれの分野でその実情に応じて検討
することとしていることから、いただいた御意見につきましては、直接、本計画の
内容に反映する箇所はございませんが、今後の交通行政、福祉行政を具体的に検討
する上で参考にさせていただきたいと考えております。
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　あやめバスのバス停がどっちにも遠くて利用出
来ません。買物難民と云われる西園町3丁目の住民
には深刻な問題なのです。お願いです。西新発田
高校のグラウンド裏から広い道路へ通り抜ける道
に入って来て欲しいと皆さん云ってます。是非是
非お願い致します。

　交通手段を持たない方々の大事な足である公共交通をより利用しやすい形に見直
し、公共交通空白域の減少を図ることは、市にとって重要な仕事であると考えてお
ります。
　あやめバスは、運行開始から１０年が経過し、ここ数年来、利用者数が減少し続
けております。こうした中、市としては、運行当初から利用目的がどのように変化
しているのかを把握し、運行経路等の見直しに本格的に着手していく必要があると
考えており、本計画におきましても、利用者の移動ニーズに対応する移動手段を確
保し、利便性の向上を図るため、あやめバスを有効活用し、利用しやすい公共交通
の整備を進めることとしています。
　いただいた御意見につきましては、今後、あやめバスの見直しをより具体的に検
討する段階において参考にさせていただきたいと考えておりますが、バスの運行に
おいては、利用者がどれくらい見込めるのか、安全で円滑に運行できるよう道路幅
員や見通しが確保されているか、騒音や振動といった生活環境に与える影響など総
合的に判断し、運行経路の設定、見直しを進める必要がありますことを御理解くだ
さい。

7

　現在住んでいるところは皆様高齢化して通院・
買物に大変不便です。あやめバスのバス停を近く
に設置していただきたいと思います。

　
　高齢者をはじめ、交通手段を持たない方々の大事な足である公共交通をより利用
しやすい形に見直し、公共交通空白域の減少を図ることは、市にとって重要な仕事
であると考えております。
　あやめバスは、運行開始から１０年が経過し、ここ数年来、利用者数が減少し続
けております。こうした中、市としては、運行当初から利用目的がどのように変化
しているのかを把握し、運行経路等の見直しに本格的に着手していく必要があると
考えており、本計画におきましても、利用者の移動ニーズに対応する移動手段を確
保し、利便性の向上を図るため、あやめバスを有効活用し、利用しやすい公共交通
の整備を進めることとしています。
　いただいた御意見につきましては、今後、あやめバスの見直しをより具体的に検
討する段階において参考にさせていただきたいと考えております。
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